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北欧の母子福祉

ちが　　うね

長畦すめる
ベタニヤホーム施設長

　　く　　　　ぽ　　　　ttt’　　　　ニ

・ 久　保　冷　子
　ベタニヤホームf“｝∫・寮寮母

　1．はじめに

　1977年8月，日本福音ルーテル教会に所属する．一行

40人は．フィンランド・ミッションの招待を受け、8

つのグループに分れて各地を訪問した。私はそれを機

会に，北欧の福祉国家の1つであるフィンランドの社

会福祉を学びたいと思い．ヘルシンキ市内の3つの児

童福祉施設と，未婚の母と子どもの家、ディアコニア

センター，老人ホームを訪問して，施設を見学した．

その折，施設の経営者・職員・利用者から直接．それ

ぞれの立場から、施設の環境、問題点などを聞くこと

ができて．学ぷことが多かった．特に・母子福祉に関心

をもったが，公のスケジュールのなかで満足できる時

間的余裕がなく．十分な資料を得ることができなかっ

たことは残念であった．しかしエンシコティ連盟の経

営するヘルシンキ・ファーストホームを2回訪問する

ことができたので，連盟の事業である未婚の母と子ど

もの家を中心に，フィンランドの母子福祉の一端を報

告し．日本との比較において若干の意見を述べたい．

　スウェーデンの母子福祉についてはt当母子寮寮母

久保冷子が，昨年，日本保育協会の主催した昭和52年

度海外研修に参加し、スウェーテンの施設見学のとき

に得た資料に基づいて解説を加えることにした．

　2．フィンランドの母子福祉

　Cl）母子福祉の基盤となっている国情

　フィンランドは第1次世界大戦でロシア帝国から独

立した共和国であり，ソ連という巨大な共産主義国家

と国境を接する自由主義国家である．国土の広さは日

本とほぽ同じであるが．その3分の1は北極圏にあり，

多くの湖と森のある美しい国といわれている．産業は

木材，パルプ．麦，てんさいなどで、工業化は進んで

いない．野菜や果物はほとんど輸入に頼っており．物

価も高く、生活は必ずしも豊かであるとはいえない．

人口は約460万人で、住宅事情は日本と比較にならな

いほどよい．

　フィンランドは古い璽i史をもつキリスト教の国であ

る．国教はルーテル教会で，その会員は人口の98％と

なっている．宗教教育は義務教育のなかで行われ，モ

ラルはキiJスト教の精神を土台に培われている．

　福祉国家としては当然のことであるが，税金か高く，

一
般労働者では収入の28％，25歳以．、ヒの独身者では35

％が，特別手当などは50％が徴収されている．しかし

社会保障制度が充実しており．老後の心配はなく．週

休2日制のなかで、セカンドハウスをもって現在の生

活をエンジョイしている人々からは，税金の高いこと
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世界の児竜と母性

に対する不満は聞かれなかった．

　〔2｝母子福祉対策の現状

①スーパーバイザーによるtt宅保護

　この制度は，1943年に制定の法律によって設けられ

た．スーパーバイザーは社会福祉局の常勤あるいは非

常勤職員であり，仕事の内容は子どもの生活全般に関

して監督・指導を行うことである．1年間の業務内容

は，年報として社会福祉局に報告されることになって

いる．表1はこの報告の一部で，「1960～1974年にわ

たる正式婚姻によらない子どもの生活（扶養）の指導」

状況を示すものである．正式婚姻によらない子どもの

数も、7rパーパィザーの援助を受けたものの数も増

えているが，扶養費が支払われたものの割合は，1960

年の72．9％1974年の74．2％と，年度によらず高い．

これは父親の養育義務強化の法的措置による効果の一

部である．ともいえるのではないだろうか．

　②エンシコティ連盟の設立と活動

　エンシコティ連盟の調査によれば，1955年に出産し

た婦人の年齢の比率は，20歳以下4．6％，20歳～24歳

26．5％であったが，1965年には20歳以下9．3％，25歳

以下30．　8％となった．未婚の母の場合は、1955年には

20歳以下17．2％，25歳以下35．60／e，1965年には20歳以

下3L7％、25歳以下33．5％で，年齢が急激に若年化し

表1　　正式婚姻によらない子どもの生活（扶養）の指導（1960－1974）

年度終りの記録．ヒのケース 年内に扱われたケース ス→こ一バイザコ

年

正式婚

姻によ

らない

子ども

スーノ“

一パイ

ザーの
記録に
載つた
新しい
ケース

記録か

ら除か

れたケ

ー
ス

養子

縁組
の記
録

総計

扶養費が支払
われたもの

割当てられた
抜養の古任

数 ％ 調停で 裁判所で

提出さ

れた召

喚状

7／Lあるい
はパートタ
イムのソー
ン卓一’しワー

カー

その他
の’｛一
トタイ

ムの被
任命者

1960
3，319 2，624 2，655 ・・ 38，127 27，782 72．9 L360 562

．・
313 234

1965
3，554 3，072 3，734 310

35，151 25，982 73．9 1，506
539 692 360 173

1966
3，708 3，031 3，532 ．． 34，650 25，639 74．0 L509 570 797 371 160

1967
3，908 3，198 3，374 ■■ 34，474 25，483 73．9 1，565 541 670 384 152

1968
3，901 3372 3，447

312
34，399 25，339 73．7 L573 540 638 386 149

1969
3，807 3，388 3，531 397

34，256 25，222 73．6 1，603 507 697 388 132

1970
3，766 3，164 3，464 376

33，956 25，150 74．1 ．、 ．． ．・ ，． ．．

1971
3，368 2，999 3，257 402

33，698 25，071 74．4 ・． ■． ．．
397

11？

1972
3，922 3，316 3，021

346
33，993 25，361 74．6 1，850 402 447 409 103

1973
4，501 3，777 3，001 345

34，771 25，959 74．7 2，066 356 359 397 86

1974
5，648 4，773 3，439 362

36，100 26，790 74．2 2，605
330 374 414 67

Year　Boek　of　Social　Welfare　Statistics　1974．　Official　Statistics　of　Finland．（p．891
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ている．これは女性の性的成熟が進んでいることと無

関係ではないが，若い母は身体的にも精神的にも，子

どもを産み育てる準備ができていないものが多い．そ

のうえ大部分の未婚の母は，子どもの父親から見捨て

られ，家族や友人，雇主やアパートの所有者が必ずし

も同情的であるとは限らず，問題を抱えて独りで奮闘

しているのが現状である．

　フィンランドでは1906年，はじめて婦人に参政権が

与えられ，1907年の選挙で，国会議員200人中19人の

婦人議員が初当選した．これらの婦人議員は，収入が

少なく．法的権利もない未婚の母の地位を取上げ，社

会的援助の必要性を訴え．まず母と子が保護され，支

援される家を建てることを提唱した．しかしこの時点

では，国会の支持が得られなかった．婦人議員の1人，

ミーナ・シールランパーを中心とした熱心な婦人活動

家たちによって，この運動は進められ，1936年，エン

シコティ連盟が結成され．1942年にヘルシンキに40世

帯を収容するエンシコティ・ファーストホームが建設

された．

　エンシコティ連盟の活動の中心はファーストホーム

の活動を援助することにあるが，健康な子どもを産み

育てるために、あらゆる面で弱い立場におかれている

未婚の母と子どもに対して，経済的・社会的・法律的

に支援の必要性を訴え続け，正しい世論をつくりあげ

ていった．やがて多くの後援者の支持を得て，地方に

7っのホームを建設し、173世帯の未婚の母と子ども

を保護することができるようになった．

　フV一ストホームの援助活動により，子どもを愛す

ることを学び．子どもとともに家庭をつくることにな

った未婚の母たちは，その時点で新たに社会的に，む

4

ずかしい立場におかれていることを知らされた．そこ

で1943年ファーストホームの母たちによって母子住宅

の建設が強く要望され，1965年，ファーストホームに

隣接して，台所・バスルーム付き母子アパート44戸が

ようやく建設された．この間，1950年，ファーストホ

ームは法により経済的保護を受けることができるよう

になり，経費の半額を，寄付金やスロットマシーン協

会のパヤツなどの収益の配分で賄えるようになった．

・ ＿’・4…L－・

t 7－－ 　　　1．1

ヘルシンキ・ファーストホームと母子住宅の全景

　③ヘルシンキ・ファーストホームの現状

　ファーストホームの定員は40世帯で，40人の未婚の

母とその第1子が保護されている．母の年齢は最低14

歳，最高40歳で、19歳から20歳が最も多い．大部分は

自分から申込んでくるが，婦人科医院，ケースワーカ

ーの手を経て入所するものも少なくない．利用期間は

産後6か月である．職員は園長，ソーシャルケースワ

ー
カー，看護婦，保母，その他で，計19人が配置され，

夜間は管理人夫婦のほか1人の宿直職貝をおき，緊急

事態に備えた管理態勢がとられている．

　指導目標は，第1に育児の知識・技術の学習を通して

母親としての自覚を高めること，第2に社会生活に必



要なあらゆる知識・方法の学習，職業訓練を受け，子

どもとともに生活する準備をすることを重点として．

化粧の仕方や病院の手続きから法律問題など、幅広く

具体的に指導している．施設内では炊事の手伝いも学

習の・一部になっている．食事はセルフサーピスである

が，遅れて来た者の食事がなくなるようなことはない．

　未婚の母になった理由について，ホームの職員はフ

IJ　一セックスがあまりにもりベラル化したことを挙げ

ていたが、地ノi出身の若い学生や若い婦人労働者で独

り暮しをしている者が，生活の寂しさのなかで，暖か

い人間関係を求めたことによるものではないかと同情

的であった．

　ここで生活している母たちは．未婚の母であること

に対するコンプレックスをもっている様子はまったく

ない．「子どもは父親なしで長く育てることはよくな

い」，「子どもがいることも、未婚の母であることも，

結婚に関係がない」と母たちは話していた．そして大

部分の人が再婚していく．子どもといっしょに生活す

る者のためにはエンシコティの母子アパートを利用す

ることもできるし，家賃手当を受けて一般のアパート

で生活することもむずかしいことではない、規則は外

出届、帰宅時間，子の父親との面会の時間，場所など

あるが，よく守られ．そのためのトラブルはないとい

うことであった．

　ファーストホームの経費は前述のように，寄付金や

パヤッの収益金の配分が2分の1で，そのほか母の負

担する利用料．市の援助金で賄われている．

　エンシコティ連盟は毎年テーマを決めてキャンペー

ンを行い，市民へ常に積極的に働きかけている．ファ

ー ストホームはこのような民間活動によって支えられ

世界の児寵と母性

ているが．公の援助金も受けて運営されている児童福

祉施設として，法のもとに公の監督を受けている．

3．家庭崩壊の現状と防止対策

表2　　結婚と離婚（1962～1971）

年・ 結婚 離婚 人口1．oooに
対する削合

1962
34，251 4，004 0．89

1963
33，361 4，188 0．92

1964
34，520 4，458 0．98

1965
36，214 4，594 1．00

1966
38，252 4，856 1．06

1967
41，273 5，209 Ll3

1968
40，251 5，416 Ll7

1969
40，910 5，895 1．27

1971
37，925 7，175 1．56

婚姻法

の変化

Slatistics　about【he　Position　o「Women　in　Finland．

Publieation　of　Prime　Ministeピs　Office　1975．（p．　74｝

参考：日本

1971
86，700 124　，OOO Lll

人口動態より

　表2はフィンランドの婦人の地位に関する統計で、

1962～1971年の結婚と離婚の数と人口1，000に対する

離婚の割合を示すものである．結婚数はあまり増加し

ていないが、離婚数は1962年の4，　004件に対して，1971

年は7，175件でL7倍に増えている．入口1，000に対

する割合は1962年の0．89に対して，1971年はL56と約

2倍の高い率になっている，ちなみに日本における人

口動態から，同じ1971年の割合をみると1．11で．フィ

ンランドのほうが遙かに高い率である．

5



表3　　出生数と婚姻外出産数

年平均 出生数 婚姻外出産 ％

1751－1760 20，519
297 14

1851～1860 60，637 4，270 7．0

1901～1910 90，292 6，120 6．8

1951－1960 88，024 3，819 4．3

Vuocittain

　　　　　　　1945 95，758 6，677 7．0

1955 89，740 3，811 4．2

1965 77，885 3，554 4．6

1967 77，289 3，908 5．1

Ensi　K。tien　Liitt。r）’1970．（P．2U

　表3は雑誌「エンシコティ連盟」1970年度版に掲載

の年平均の出生数と婚姻外出産の状態である．出生数

に対して婚姻外出産数の割合は，1751～1760年の1．4

％に対して，1967年は5．1％で著しい増加である．

　フィンランドは欧米文化の影響を受け，さまざまな

問題をはらんでいる．フリーセックスのUペラル化も

そのひとつである．その結果．未婚の母が急激に増加

したということができる．また離婚による母子家庭も

増加の傾向を示している．このことはフィンランドの

大きな悩みであろう．

　このような現状に対していろいろな対応がみられる．

第1に，教会の活動である．かつて離婚を認めなかっ

たキリスト教教会は，離婚には賛成していないが．離

婚した者の結婚式を教会で挙げることには反対してい

ない．しかも多くの教会はこの現状を憂い，相談室を

設け，家庭問題．夫婦問題の相談に応じ．離婚しない

ように勧めている．この相談室は利用者が多く、申込
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後2か月も待たなければならないほどである．また母

子家庭のためにも特別の集会を設けて相談援助活動を

行っている．この夏，ルターカレッジで行われたセミ

ナーでは，家庭問題が取上げられ，熱心な討議が行わ

れたようである．教会はいま家庭崩壊の防止に努力し

ている，

　第2に．法律によって父親の養育義務を強化したこ

とである．フィンランドでは従来から父親の扶養義務

は厳しく法的に規定されていたが，最近新たに父親の

養育義務を強化した法律を制定し、実父の認定に裁判

所は血液検査を義務づけるなど，科学的資料をもって，

父親がその義務を放棄できないように母と子を守って

いる．

　また離婚の場合は財産の半分を相手に分割すること

や，法律によらない夫婦関係で出産した子にも，正式な

結婚によって出生した子と同等の財産相続権を与える

ことが決められて’いる．父親の養育義務の法的強化は、

離婚や未婚の母の増加にやがてプレーキをかけること

を期待するものである．

　第3に，家庭教育を取上げなければならない．フィ

ンランドでは、①他人に迷惑をかけないこと、②自分

のことは自分でやること、を幼児教育の根幹にしてい

る．したがって幼児教育は厳しく、母親の言葉を借り

るならば「つき放す」というやり方である．幼児洗礼

を受けた少年少女のために、教会では堅信礼準備教育

を家庭との協力のもとで行っている．フィンランド在

住の日本人男性の話によれば，　「この国の女性はべタ

ベタ甘えない．たとえば、女子学生などは，自転車の

荷台に常に道具箱を積んでいて．故障は自分で修理

する」ということである．「冷たいまでに合理的であ
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エンシコティ連盟1975年度のキャンベー
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る」ともいわれているh9家庭による教育の結果によ

るところが大きいのではないだろうか．

　最後に，価値観の相違を挙げておきたい、妊娠人工

中絶は年齢14歳以下と40歳以上は無条件に実施できる

ことになっている．最近．法の改正により，母親の健

康，家庭の経済事情なども考慮され，その範囲は拡大

され、一般家庭でも実施され、経済的破たんの防止に

役立っている．また未婚の母であることや，子どもの

いることが新しい結婚の支障にはならないことに加え

て，社会保障制度の活用，住宅事情などから，再び新

しい家庭をもっことも容易である．

　今後の課題として，離婚による母子家庭，および夫

のアルコール中毒や暴力などによる家出母子家庭の緊

急避難対策は必要ないのか，また欧米化の影響を受け

たモラルの低下に対する，キリスト教国家としての特

世界の児倉と母性

別対策は必要ないのか，母子家庭対策は経済的援助で

十分なのか，などがある．

　4．スウェーデンの母子福祉

　「未婚の母の家」を実際に訪ねることができなくて

残念であつたが，ストックホルム市の社会福祉局のセ

クレタリー，Guni　lla　Posseniusさんの児童福祉の行政

説明とBrigitta　Wittorp著による「離婚及び未婚の

両親の子どもに対する連帯保護」（Current　Sweden．

Na　149．1977．2）のレポートを中心に，スウェーデン

の母子福祉を考えてゆきたい．

　Cl）ストックホルム市の概況

　スウェーデン全土の面積は44万9，756k㎡で、日本の

約1．2倍に当る．ストックホルム市の人ロは66万1，258

人で，全人口の8％に当っている．1961年に市は約80

万人の人ロを擁していたカS現在では18％も減少して

いる．これは労働人口の減少．それに伴って，税金の

減収となり，市の財政上の大きな問題となっている．

もう1つの問題は各国共通の高齢化現象で，市の人口

の約20％を老人人口が占め，老人問題が深刻化してき

ていることである．さらにもう1つは青少年の問題で

ある．0～20歳の若年層が市の人口の約40％を占あて

いる．近年，横ばいとはいえ青少年の犯罪防止，若年

母子対策など．対処すべき多くの問題がある．しかし

ながらこの国の福祉は母子一体をユニットとした福祉

というよりも，むしろ一般家庭の子どもを含めて児童

福祉として考えられている．

　なお市の職員は5万人，うち中央社会福祉委貝会に

2，200人がいる．
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　〔2）未婚の母の家

　スウェーデンの年間の結婚数は約4万4千組，離婚

数は2万5千組で，近年は若年者の結婚数の増加が目

立っている．元来この国では、結婚に関しては法律を

重んずるよりは，むしろ男女双方に愛情があるかない

かが重要視される傾向がある．特に1973年の結婚法の

改正によって離婚が増加した．現在では子どもをもつ

親の27％が私生児として届出をしてる．しかし子ども

が6～7歳になると，児童福祉官から就学上の問題で

両親の責任を問われることや，諸種の手続きの繁雑さ

かち、そのうちの70％が法律上の結婚手続きをする．

結婚法では同棲の場合は保護され得ないが，スウェー

デンではすでに，結婚それ自体に対する一般の考え方

が大きく変ってきていると解釈できないだろうか．

　この国では未婚の母という言葉はほとんど使われる

ことはない．しかも住宅難が解消された時点で，未婚

の母の家は解消された、はじめは家主が未婚の母を受

入れることに反発し拒否していたが．今は同棲も多く、

決してまれなことでなくなってしまった．かの女の話

によれば．フィンランドと対照的に未婚の母の家はま

ったくの屋根対策であったことになる．以上のような

現状にあるので、未婚の母という理由で再婚ができな

い状態におかれることもない．日本の場合と比較して、

未婚の母だからという特別のレッテルを意識せずに生

活できることは、どんなにか母親の精神的負担を軽く

し，また子どもものびのぴと育つことだろうと考える．

｛3）　i重帯イ呆護（Joint　Custudy）

　これは1971年1月1日から，別れた夫婦は正式離婚

したのちでも，子どもたちを連帯して保護する責任を

負う法律である．未婚の両親についても同様なことが

いえる．子どもの健全育成は両親か，あるいは裁判所

で決めた保護者が子どもの個人的ニードを満たし、適

切なしつけを負う、これに基づき，子どもが片親とと

もに住もうが住むまいが，法律的保護はあくまで両親

に属する．子どものことに関する重要な決定は、両親

ですることができる．

　各々の親は連帯保護の終了を要求することができ，

これは永久的なものではない．

　日本では，離婚して子どもを母親が引取ると，ほと

んどの場合、養i育からはじまって，子どもに関するさ

まざまな決定を母親がする．近年増加したとはいえ．

母子寮の例からみると，子どもの養育費を別れた父親

が支払う例は多くない．ましてや未婚の母になるとさ

らにむすかしくなり，血液検査のあとでさえ，責任を

認めようとしないケースが多い。×きな差を感じざる

を得ない．

　〔4）まとめ

　①フィンランドと比較すると，Zウェーデンでは未

婚の母の家の在り方がまったくといっていいほど違っ

ている．日本はフィンランドにやや近い型のように思

われる、

②スウェーデンでは里親制度，育児休暇を両親で取

ることのできる制度，年金制度，子どもの夏季休暇に

関することなど、国民性の相違，教育の相違があるに

せよ、学ぷべきことも多いと思われる．

　③スーパーに隣接して相談所が常設され、地域の人

人が気軽に立寄れる形態が取られていた。母子心中の

多い日本で、これはぜひ学ぷべき点ではなかろうか．
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世＃の児竜と珊性

教育の祖型を探る
一アチォリ族の子育て一

4r　　　　　ざわ　　　　　ゆう

小　　沢　　有
東京揃拉二大学助教授

託
作

　学校をもたない社会はあっても、子育ての歴史をも

たない社会はない．無文字杜会であっても、子育ての

習俗は必ずもっている．でなければ．共同体の存続は

果せない．それはただ記録されていないだけであろう．

　そこには，原初的なかたちであれ、人間の発達段階

への着目が，事実による表現として示されている．妊

娠・出産・命名から人間社会への仲間人りを認知され

る6歳前後までのひと区切り．それからのち一人前と

みなされるまでのひと区切り，そして成人式．たとえ

成人になるための準備として子育てが営まれているに

しても，成長する存在として子どもをとらえているこ

とは、疑いをいれまい，

　子どもはまたおとなの働きかけを受けて成長する．

つまり発達する存在とも考えられている．一一人前とみ

なされるまでのあいだに，共同体の一員として生きる

に価する資質と能力、労働と生活の技術，部族の伝承，

歌や踊りなど全股的な素養を伝授され、．一一人ひとりが

等質・平等に身につけていくことを求められているの

である．ここには．子を育てるという明確な意図があり、

そのための内容と方法があり，・．’人前にするという目

的がある．

　共同体における子育ての習俗は，学校という近代的

な教育概念と識別されねばならないが、人間の意図的

形成という教育営為の祖型を示すものであろう．この

ような共同体の子育てについて、アフリカでは，その

事実を記録化し，価値観的に継承できる部分を今日的

なかたちで再生していきたい、という姿勢が強まって

いる．近代国家としてのアフリヵ諸国は教育の主要な

形態として学校制度をおかざるを得ないが，その教育

の原理・方法のなかに，生活による教育など共同体の

子育ての良き側面を生かしていこう、と志向している

のである．教育におけるアフリカ独自の根（African

r。Ots　of　educati。n）を探ろうとする気運である．

　アフリカは総体として，国家と共同体，国民と部族，

いわば近代と前近代が共存している、いやむしろ．後

者から前者への再組織の過程にある、といったほうか

正確であろう．したがって教育においても．その構造

的な組替え一習俗としての子育てから学校教育中心の

体制へ一の途一ヒにある．この際．前代の子育てを切捨

ててしまうのでなく，そこに教育におけるアフリカ独

自の根を見出そうという発想が出てきているのである．

　経験（子育ての習俗）の対象化は容易な作業ではな

いが，それでも，アフリカ人研究者の手によって．そ

うした研究調査に手がつけはじめられている．以f、
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そのひとつ、ウガンダ東部に住む農耕部族，アチォリ

族の子育てについて紹介しよう（J．P．Ocitti：African

Indigenous　Education，as　practised　by　the　Acholi

of　Uganda．1973｝．本書を手懸かりに幾人かのアフV

カの知人に体験を聞くと，似てますよという答が返っ

てきたから，東アフリカの農耕諸部族の子育てには共

通点が多いのかもしれない．

　アチォリ族では、子育ての第1段階は妊娠から6歳

ごろまでの期間である．6歳以前は「まだ世界を知ち

ぬもの」とみなされる．日本でも「7歳までは神のう

ち」とみなされていた．6．7歳ごろまでを「神のうち」

とみる幼児観は，世界各地の子育ての習俗に共通して

いるように思われる．

　妊娠から命名式まで

　アチォリ族の女は多産が美徳とされ、子を生まぬ女

は，子宮をひょうにみいられた女として，離婚の理由

にされる．不妊は祖霊を怒らすとか，タブーを犯した

とかの結果とみなされるのである．

　妊娠，ことに初子の妊娠は慶事とされ，一一族あいつ

どって会食する．この祝いの席で．妊婦はこれまで着

用していた娘時代の帯を外して若妻のスカート（クオ

ロの樹皮の帯に黒いひもをさげたもの）にはきかえ，

他方会衆は，亭主の子なら産め，他人の子なら流せと

いう内容の歌を唱しながら，食物を妊婦に投げかける．

妊娠の儀礼とは胎児の社会的公認のしるしであり、子

育ての第一・歩を踏み出すことである、

　妊婦への保護が続く．病気→流産に陥ちぬために，

朝夕の川の水汲みや，6か月以降の労働などはさせな

い．同時に，妊婦は悪霊など目に見えない敵に取囲ま
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れているので，それにとりつかれぬため，犯してはな

らぬタブーが課せられる．ルガの木の葉を腕にまくと

悪霊はつかぬ、あり塚に近寄るな，醜いものを見るな

など，産児の安全を願ってのことである．妊婦の足を

またく’と乳がでなくなる，ともいわれている．

　そして出産となる．これにも仕来りがある．婚家で

義母が助産婦の役を果す．出産の仕ノ元，新生児がすぐ

に産声をあげぬ場合の手当，胎盤やへその緒の処理な

どについて，皆決りがある．たとえば、胎盤は屋外に

人知れぬように埋める．でないと，悪霊に見付かって．

産児の早死や母体の不妊を招くとされる．双生児や肢

体不自由児は、神のお告げによると信じられ，大事に

取扱われる．産後，男児なら3日，女児なら4日の休

養をとる．その間，夫の入室は禁止される．

　母子が3日あるいは4日の安静を屋内でとったのち，

戸外で命名の儀礼を行う、このときはじめて母子とも

ども外気に触れ，新生児を人びとに披露する．命名に

は，先祖の名にちなむとか，未来への願いをこめると

か、それぞれの意味が託される．ただ双生児の場合には，

第1子・第2子の順を明らかにした名前にする．

　妊娠から誕生・命名式まで、子をこの世に迎える配

慮が．共同体の慣習としてある．無事を願う気持はど

こでも変りがない．そうして次に、家族の保護のなか

で，子育てがはじまる．場面別にその手だてをみてい

こう．子育ての知恵はどこでも似通っている．

歩くことへの励まし

　はえば立て，立てぱ歩けの親心，という気持は，ア

チォリ族も同じである．順序を踏んだ手だてが実行さ

れている．まずだっこ．生後3～4週聞から，頭に手



を当てて，だっこをはじめる．次いで6週間ごろから

おんぶ．最初は背にくくりつけるかたちだが，足がし

っかりする3か月ごろから，母の腰にまたがるおんぶ

に移る．

　お座りからはいはいへ．はうことを励ます方法が3

通リある．いっしょにはってやるまねの方法．2．3フ

ィート離れたところからおいでおいでする方法．楽し

いものを見せて，ここまでおいでとする方法．日本の

それとまったく変らない．

　はえば立て，立てば、テ・テ・テの声をかけて，歩

く誘いをかける．手をとって歩かす訓練もする．赤ち

ゃんの足首に鈴（ガラの実）を付けて，楽しませなが

らの方法もある．3本足の歩行器も古くから考案され

ている．こうして歩くことを覚之ると，健常なおとな

への道に旅立つ健常な子ども（normal　person）とし

て，周りはひと安心するのである．

　食事

　6か月ぐらいまで母乳を主とし，それから1年問ほ

ど離乳食を並行し，1歳半ごろ離乳するのが通常であ

る．離乳のきっかけは子が食物を欲したり．乳首をか

みはじめたり，母乳不足を感じたりすることではヒま

り，麦のおかゆやスープなどの流動食から，ゆでじゃ

がいもやあわの粉だんごを経て，普通食に進む．いつ

までも乳を離さない子には，乳首にとうがらしを塗っ

てあきらめさせる，というのもおもしろい．

　次いで食事作法のマスターである．アチォリ族の食

事は、右手の指を使って，中央の大ざちに盛られたウ

ガリ（ひらもろこしの粉を煮て，練り状にしたもの）

をひと口分上手に取って，しるにつけて食べる．これ

1昔界の児童と雌

は案外むずかしいのである．また，おとなより先に食

べ終えてはならぬ、客人の食べる様子を見てはいけな

い，　ということも教えられる．

睡眠と排便のしつけ

　赤ちゃんは別だが，幼児になると昼寝はとらない．

昼寝すると病気かとすぐに心配されてしまう．おしっ

こをして寝させるということが、睡眠のしつけの中心

である．6，7歳になって寝小便をする子はたたかれる．

　排便のしつけは歩きはじめたころからはじまる．戸

外でさせるが，人目につかず、風の向きを考えてさせ

る．立小便は元気な証拠とみられるが，5歳になった

らおとなの前ではいけない．また排便についての生な

表現は禁じられていて，ちょっと外に用があるとか，

用たしがあるのでとかいう表現をするよう教えられる．

　ことばを教える

　泣き声，ねだる声，あれ・これという指示語を経て，

3歳ごろまでに相当のことばを覚えていくが，その過

程で，親子の問答の積重ねが大きな要素を占める．幼

児の問にはおとながちゃんと答えるのが慣らわしであ

る．ただ性に関する問ははぐらかす．また遊び仲間か

らもことばを覚えていく．

　2歳から5歳の時期に重視されることは，部族伝承

の語り聞かせと歌謡の唱和を行い、アチォリ語のリズ

ムを体得させることである．伝承の童謡と踊りを遊び

として繰返させる。5．6歳児ではことばの意味をつか

み，正確に発音させることを重点にする．ことばの誤

用や不明瞭な発音は注意され，時にはたたかれるので

ある・無文字社会では話しことばの文化を大事にする．
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　健康管理

　6歳までは性別をわけずに育てるが．抱いてやる．

その他のからだの触れ合いによる愛情表現を大切にす

る．キスの習慣はない．反面、子をよく泣かせる母親

は周りから非難される．子宝の意識なのである、

　健康に育てる配慮は強い．丈の高い草むらで遊ぶな，

あり塚に近寄るななど、自然からの危険を防ぐ注意は，

毎日のように伝えられる．見知らぬ人からは食物をも

らうな，という注意も日常である．

　4歳ころになると，大きな子に連れられて川に水遊

びに行くことが許される．赤ちゃん時代の母による湯

浴みからの昇格であり，これが日本の風呂の代りであ

る．口臭はきらわれるから，濡れた小枝に麦粉を付け

て歯をみがく習慣も，幼児からしつけられる．清潔と

いっことが強調されているのである．

　しかし病気にはなる．マラリアや貧血症が多い．風

土病といってよい．病因は超自然の霊力やタブーの侵

犯によると考えられたから，薬草だけでなく、呪師を

招く．幼児死亡の高いことが、前近代的な共同体の悩

みの種であった．

　成長段階への着目

　アチォリ族では6歳ごろまでの幼児を「世界を知ら

ぬもの」．「自分自身を知らぬもの」とみて、おとなの

保護のもとにおいてきた．同時に，それまでの幼児を

「灰まみれになるものJ，すなわち遊びで汚れるものと

して，成長する力を内発させる点を認めることでも怠

りがなかった．しかし6，7歳ごろから一人前にするた

めの手だてがとられはじめる．

　6、7歳から13，4歳までの少年期を，アチtリ族は

訓練期ないし学習期としておさえている．この間，善

悪の区別，遊びと労働の区別などの分別を培ういっぽ

う、生活・労働・文化の技術・知識を教え込む．性別

によって習得すべき教養・技術は異なるから，同性に

よる教育が原則である．男子には父親，女子には母親

を主な教師役とするが，場面に応じて他の成人も登場

する．

　学習期を終了した者は，普通．成人式linitiation

cerernony）　を迎える．成人式は青年期にはいったこ

とのあかしであり，一人前として承認されたことのあ

かしである．しかし煩わしいことに，アチtリ族には

一 人前という概念はあっても，成人式の慣習がない．

．．・人前を表すことばとして，オドコダノ（一一人前にな

ったという意味），ラーオゴヤ（恐れ気なく野を走ると

いう意味）があり、それには成人なみの労働能力を獲

得したことと並んで，妊娠させ・し得るという性関係

における成熟の度合も考慮に入れられている．

　このようにアチォリ族では幼年・少年・青年と発達

段階を区分している．これはどの部族の子育てにおい

ても同じである．こうした意識に基づいて，少年期を

学習期と位置づけているのである．青年期はその同心

円的な発展にあり，何事にも責任をもって行動するこ

とを求められるにほかならない．

　以下．少年期を中心に，青年期にまたがり，どのよ

うな子育てが進められているか，遊び・労働・文化の

領域に分けてみてみよう．大事なことは，以下の諸能

力を一人ひとりの子ども坑多少の出来・不出来はあ

っても．みな等質・平等に備えていく，ということで

ある．
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　遊びと趣味

　遊ばぬ子は子どもとはいえない．手伝いのあと遊び

に行かぬ子をみると。まず病気ではないかと親は心配

する．また幼児には，親が身の周りにある材料で玩具

を手製してやる．遊ぷものとして幼年・少年をみるお

となの意識は、どこでも変らない．他方，性別・年齢

別に遊びが変化していくが、これも各地にみられるこ

とであろう．

　6歳以前の幼児はごつこ遊ぽ　とりわけままごとを

好む．男児と女児の役割分担，男児は草で小屋を造1），

狩にいき、女児は泥でさらを造リ，料理をする．わら

や粘土で動物を造り，その動作をまねる独リ遊びも盛

んtr

　6歳ごろから遊びも性別に分れてく3．集団も性別

に組まれる．かくれんぽ・鬼ごっこ・水遊びは男女共

通だが，雨後の坂をしりで滑り降りる遊びは少年のも

のであり，少女はものまねごっこを好む、からだを動

かす遊びのなかで少年の好むのはレスリングであり，

肩が地に着いたら負である．このようななかからリー

ダーが自然に出てくる、

　10歳ごろからゲームが好まれてくる．代表的なのが

3つある．1つはコボラワラといい，狩を模したゲー

ム．2チームに別れて，一方がひもを付けた輪を投げ、

他Eがそのなかに棒（＝やり）を投入れ、巧拙を争う．

もう1つはゴヨォデロといい，ホ’・ソケーに似たゲーム．

動物の骨をボールにし．先をしゃもじ風にした竹ある

いは木のステッキで，相手陣の穴に入れる．さらにコ

ボヤゴという狩のゲーム．1人が長いひもの先に獲物

代りのものを付けてけもの道を走り，残りの者はやり

を持ってそれぞれ獲物の来そうな場を見つけて待ち．

世惇の児童とleit

追い，これを射止める．

　このほか屋内遊びもいろいろある．チェスに似たク

エノコロという室内ゲーム，なぞなぞ遊びも盛んであ

る．水に触れないで水の上と下にはさまれているもの

は？水を入れたかめを頭上に載せて橋を渡っている娘

さん，というように．また単語を逆に発音してその意

味を当てさせる遊びもある．ことば遊びは．無文字社

会であるからこそ，思考を鍛え、記憶力を高めるため

に，重んじられている．

　こうした遊びと並んで，少年期から青年期にかけて、

．一
’人ひとりが好みの趣味をもつようになる．少女はお

しゃれの仕方が大事だ．髪形を工夫したり，ビーンズ

など装飾品に趣向をこらしたりする．少年は祭事にか

ぶる冠を思い思いに飾りたてる．また収集にこる子，

魚釣り・鳥さし・わなかけに熱中する子もいる．

　個人的な趣味とは異なって，幼・少年から老年まで

を通じて，部族のたれもが好み打興ずるのが．部族伝

承の歌と踊りである．少・青年期に必須な課題のひと

つは．これを完全に体得することである．ことに少女

は，骨を感ヒさせないように腰をツイストさせるのが

上手とされ．魅惑的な発声が称賛されるので．練習に

励む．また男女とも，部族伝承の楽器をひきこなせな

ければならない．現代楽器になぞらえていえば，少年

は手風琴・ドラム・トランペットを、少女はハープを

マスターする．歌と踊りは生活のなかの喜びとしてあ

るから．だれもがこれを会得することが肝心である、

　労働と生活の技術を学ぶ

　少年は農民として，少女は主婦として．それぞれに

労動能力を身につけておくことが，一人前になる際に
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最も大事な条件とされている．年齢に応じて学ぷ内容

は複雑になっていくが、6，7歳のころから仕事の手伝

いをして，見よう見まねで覚え，13，4歳ごろから責任

をもって一丁前に仕事するようになる点においては，

男女とも共通である．実地を通して覚えていくのだか

ら，その技術は腕のなかの技術としてであって．知と

して対象化されていない．

　労働学習においては男女で学ぷ内容が異なっている

から，性別にその模様を追っていこう．

　少年の場合、6，7歳ごろはtせいぜい近所の家への

お使いが主で、つばが乾かないうちに行ってきたらほ

められる．すばやさが肝心だ．8歳ごろから手伝いと

いうかたちで，労働学習が本格的にはじまる．労働力

としても期待されているのである．子守りのほかに，

収穫時の畠での鳥追い，羊などの放牧．牛や鶏などの

世話、薪集め，そして父親の助手として畠仕事や小屋

造りなどの手伝い．男の仕事の諸要素を学んでいくの

である．

　13，4歳ごろ以降になると，まずすきとおのの使用

に熟達し，穀物小屋を造るすべを心得ていなければな

らない．父の畠仕事を一一日中手助けするほかに．自分

用の畠を耕し，自分用の独身小屋を建てるが，これは

青年期にはいったしるしのひとつとされる．また，月

夜の踊りの場で姉妹をガードしたリ，遠い他村に使い

したりするのも，青年期の役割である．おとなの仕事

をいつでも代行し得るようになっていることが，青年

であることの条件である．

　少女の場合．家事の技術を学ぷのが主であり、6，7

歳ごろまでは水汲みの手伝いとか，庭に干した穀物を

鶏が食べないように番をするとかの程度で、少年と同
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じく，8歳ごろから家事学習がはじまる．外仕切e）の

事柄として，水汲み、そのかめを頭上に載せる草の輪

編み，薪取り，薪になる木となちぬ木の見分け、きび

のひき方などを覚える．家うちの事柄として，料理，

茶わん洗い、掃除など家の切盛りの仕方を覚える．子

守り．老人や盲目の人の世話も、少女の仕事のうちで

ある．

　青年期にはいると，あらゆる面で母の代りが勤まる

ことを求めちれる．ことに男性の客に対する接待の法

を知ることがtこの期の大事な学習である．女子教育

の目的は結婚にあり，そのための資質として手早い仕

事ぶり，目上への従順，上手な料理，巧みな畠仕事．

性へのつつましさなどが挙げられている．

　このように男女とも生活参与を通して労働と家事の

知識・技術を体得し、一一人立ちしていける力を蓄え，

結婚を迎えるわけである．このことが生活していくう

えでの基本であるから．少年時に手伝いをきらったり

すると．容赦なくしかられる．必ず手伝い，働いて、

以上の技術を，だれでも身につけなければならないの

である．

　部族の文化を学ぶ

　無文字社会であるからこそ，逆に口諦諸文学・芸能

が豊富である．これによって部族が文化的に統一され

ているだけでなく、これを少年の世代に伝えることで、

部族の慣as　・信仰・モラルを教え込むのである．神話・

伝説・歌謡・ことわざ・民話と，豊かな口請文学の世

界が広がり、祭事や夜なべに、老人から子どもらに語

り聞かせる．そうしたなかで文化的教養の等質化が図

られていく．



世＃の児童と母性

　部族神話はさまざまな事物やタブーの起源や労働の

意味などを盛込んでいて，若い世代に天地創造の理解，

信仰の意義，モラruの引継ぎに資する．また伝説は人

間・霊・動物の共生を説き．部族の歴史を語って，共

生の感覚を養い，部族への歴史的な．・’体観を育てる．

　歌謡と踊りという芸能は日常生活のなかで、部族の

成員をひとつ気持にまとめる．それは祭時の性格にし

たがって．大別して10の場面・種類に分tしる．戦いの

歌と踊り．若者の歌と踊り，あるいは葬礼のとき等々．

戦いの歌ではヨーロッパ軍侵入時の戦闘が歌われ、葬

礼の歌では流行病や飢餓で身内を失う悲しみなど、重

要な出来事は歌謡化されている．若者の歌では，婿選

びの規準を母が教えている歌詞とか，恋人の宿に泊っ

た朝は二番どりの声を聞いて帰っても親に見付からな

いという歌詞とか、青春の生き方を示しているものが

多い．これらとは別に、子どもの歌もある．このよう

に多様な歌と踊りの場面は、幼・少年にとって，楽し

みながら部族のことばや文化をマスターしていく機会

となっている．

　ことわざを低えることも欠かせない文化伝達である．

ことわざは社会生活の知恵を表し，会話のなかにこと

わざを巧みに織込む人は機知のある人と尊敬される．

アチtリ族のことわざをみていると，題材は違っても，

日本のそれと共通するものが多い．　「エプロンにこぼ

したかゆは食べることはできない」は，覆水盆にかえ

らずに当ろうし．　「どんなやぶでも火には燃やされる」

は、上には上があるに当ろう．「ほえたてるライオン

は獲物を逃がす」というのも，その意はすぐ私たちに

も伝わろう．

　民話の語り聞かせも盛んである、野うさぎと象，野

うさぎとかめ，野うさぎとひょうというように，野う

さぎを主人公にした話の多いのが，アチォリ族の民話

の特色である．野うさぎとかめの話は，うさぎがかめ

の家に遊びにいったとき、あいにく料理用のきびの粉

がなかったので，かめは自分のこうらをうすの代りに

して，うさぎにきびをひいてくれと頼み，それでごち

そうを作った．それを見て，こんどかめがうさぎの家

を訪ねたとき，うさぎはまねをして、自分がうすの代

りになり，きびを背におき，かめにひき棒代りに乗っ

てもらったら，背中を傷めて粉もひけなかった，とい

う筋立てになっており，落ちの教訓として，物まねは

悪い結果を招く，がっいている．民謡の多くは動物を

登場人物とし，話のそれぞれに教訓が盛られているが，

うさぎが弱者の知恵，かめが賢さ，ハイエナが盗っ人

というイメージをかぶせて語られている．

　このような口諦諸文学の1云承のなかで，幼・少年期

の文化的形成が果されていく．部族の世界観・慣習・

モラルを知り，ことばも発達させるとともに、言語的

芸能的な表現力も豊かに備えていくのである．文化は

文字として対象化されることなく，皆からだのなかに

蓄えられている．

　以上、アチォリ族の少・青年期における子育てを概

観してみたが、その子育ての構造は，今日流の表現を

使えぱ，子どもの全面発達の実現であるtといってよ

いかもしれない、だれもが部族の伝承と社会生活をわ

きまえ．歌と踊りができ，生産と生活の技術をもって

いる．こういう全面的な能力を育てたところで，一人

前として公認される．これが学校をもたぬ社会での子

育て観であったのであろう．
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身体障害児・者のための福祉機器
一欧米の現状一

たか　　　　　　やま　　　　　　ただ　　　　　　　h

高　　山　　忠　　雄
東京都補装具研究所研究貝

　はじめに

　lft体満足」への親の強い願望に反して．不幸にして

障害をもって生れたり，何らかの理由でili途障害に陥

いることも決して少なくない．また8，i故や疾病によら

ずとも高齢障害，いわゆる寝たきリ老人になることも

ある．乳幼児から老人まで，あらゆる年齢層に招かざ

る障害の波が押寄せてくる事実はだれも知っている．

　身体の一部に何らかの欠損・欠陥を有する者にとっ

て，より普通の生活を営もうとするとき不自由さを補

うものとして，物理的代替（歩行困難者の用いる車い

す，切断者の用いる義手・義足など）が必要となる．

その代替物が，それを有効に活用する者にとって，身

体の・・部としての存在になっていく経緯は，だれも身

近に知見するところである．本稿は身体に障害をもつ

人が、より楽しい生活を送るために必要とする機械・

器具隔祉機器）について触れ．併せて諸外国の福祉

機器の現状について一・部紹介してみたいと思う．

　1．福祉機器とは

　福祉機器という言葉は，医療・福祉関係の一部の人、

あるいは関連学会の限られた　一部の人たちを除いては、

非常に月’新しい言葉として受取られるに違いない．福

祉機器という文字が公に使用されはじめたのは，おそ

らく昭和48年秋に開催の第1回社会福祉械器展〔厚生

省および全国社会福祉協議会主催．本年度は第4回｛

開催前後からではないかと推定さtLる．いずれにせよ

ここ数年のあいだに生れた新語である．したがって「福

祉機器」の定義あるいは概念についても，定説化され

たものの見当らないのが現状である。

　昭和50年度の「福祉機器の開発普及に関する研究1

によると、福祉機器の考え方として「心身障害者，ね

たきり老人等の日常生活を便利または容易ならしめる

機器．心身障害者．ねたきり老人等の治療訓練を行う

機器、喪失した機能の代替をする機器，心身障害者の

能力開発を行う機器の総称を言う」とあるが．これで

はあま1）にもばく然としているばかりでなく．障害者

などの日常生活をよ1｝便利にする機器の範囲をどう考

えるか．また治療訓練機器といった場合の医療機器と

の関連．さらには能力開発機器の場合の教育機器との

境界領域はどのように設定するか、といった問題が多

々あろうかと思う．

　本稿においては福祉機器の範囲を，児童福祉法ある

いは身体障害者福祉法に基づくところの補装具〔義肢．

装具・車いす・義眼・眼鏡・点字器・補聴器・人工喉
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頭・歩行車・収尿器・盲人安全つえなど）および日常

生活用具（特殊浴そう・特殊便器・電動タイプライタ

ー・ 電動式車いす・盲人用テープレコーダー・盲人用

時計・盲人用かなタイプライターなど）に限定した形

で展開することとし，現段階でのひとつの考え方を述

べてみたい．

　2．医療機器と福祉機器

　医療機器・検査機器・訓練機器などの用語は、それ

ぞれに歴史の差こそあれ，聞きなれた言葉である．血

圧計から人工腎臓にわたる医療用関連機器あるいは機

能の回復訓練機器などはだれも知っており、その研究

開発に関心をもっている．医学の進歩は医療機器の進

歩にあると言っても過言ではなく，障害を残しての余

命延長が世界的長寿国の仲間入りとなった現実をみて

も明らかで，その結果，障害者の高齢化増となり．近

年の障害者増の一要因となっていることは皮肉である．

　このように医療機器の進歩により多くの人が何らか

の恩恵を受けて日々を送つているが，不幸にして一生

障害を残した状態の者にとっては，もはや治療・訓

Reciprecal　metion　skis．

交互動作スキー（アメリカ）

　　スキーと顕似した構造．
　　正常歩行バスター習得の

　　ため，右手と左足，左手
　　と右足が．同時に交互に
　　出せるようになっている．

Doodle　b㎎．

いたずら小虫（イギUス）

両下肢障害でペダルのこげ

ない子ども用．レバーで前

後進する．レパーと後輪が

片閲ずつ独立しているため
レノぐ一操f乍だけで．転恒レ

プレーキカ可能．

⇔
産言

練の域ではなく，機器を伴った生活を終身余儀なくさ

れることになる．

　これらの機器の代表的な「物」として，盲人用っえか

ら義手・義足・車いすなど20種余の代替物が現用され

ている．機器の名称はどちらかといえぱ暗いイメージ

で受留められ，時には障害者の代名詞として使われる

ことも決して珍しくない．こうした現実を見るとき，

「医療機器」と「福祉機器」の差の大きさを感じる．患

者と障害者，あるいは一時的使用と終身使用の違い，

etc．をいかに整理し表現するかといったこれらの問題

は．一見小さくて実は大きな，また古くて新しい問題

ではないかと思う．

　したがって福祉機器の展望は，単に技術開発や政策

としての大幅な助成に終始するのみならず，障害事実

の正しい理解，福祉機器の自然な導入（社会の受入れ）

など，生活環境の整備と相まってはじめて福祉機器の

真の活用があると思われるのである．

3．福祉機器を必要とする障害者

福祉機器を論ずるとき，他方において福祉機器を必

17



Large　knebbed　puzzle．

ノブ付きパズル（アメリカ）

手の不自由な子ども

用にノブが付いてお
り．パズル遊びに興

味をもたせるととも

に，目と手の協調動

作や，視覚からの確

証を促進させる、

要とする者の数量的あるいは質的ニードなどを把握し

ておく必要がある．ここではわが国の現状についての

み述べるが，その推移・傾向・予測などの分析は，福

祉機器開発の基本であり，必須条件といえよう．

　わが国で福祉機器が必要と思われる身体障害者など

図1

1，500

1，250

1．OOO

身体障害者の推移ほ8歳以．ll）

内

512

（6．05｝

　　　829
785　　　C13．7，

（14．4［

1，048
〔15．71

1，314
〈17．9｝

　66

　　年　　年　　　年　　　年　　年
　　12　　　10　　　7　　　8　　　10
　　tj　　H　　月　　　月　　1］

ff料：厚生省杜会局「身体障害者実聾剖査」

1．　　ロ召有126年‘こつ

いては戦｛聯看者を

を除く

2．　1　）内は人L．）

1，000対（単位：tLi

を示す
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図2　　　年齢号lj障害者数

　　総　　 数1．407．800．’、

　　障害者1，314．000人

　　　男　　　　785，000人

　　　女　　　　529．000人

93．800人

54．OOO人

39．SOO人

年l　iP　I）　『0
　9　　　18　　　29　　　39

資料：厚生省1昭和45年1

40　　　　　50　　　　　60　　　　　70

｝　　　　l　　　l　　　　l

49　　　59　　　69

の推定概数は、出現率が人口1，　OOO人に対し17．9人で

あること，また33万人といわれている寝たきり老人を

含めると、200万～　230万人が何らかの福祉機器を必要

とすると推定される．昭和51年版の厚生白書によれば．

図2に示す通tl　1．407．800人と推フセされ，その数は過

去5年間で25％増加していることになる．

　増加の主な理由としては，老齢人口の増加による自

然増，医学の進歩により障害を残しながら余命を延長

した者の増加，労働災害，交通事故など社会生活上の

事故による増加が考えられる．昭和42年の身障法改正

により内部障害（66．　000人）が身体障害に加えられた

ことも見のがせない理由であろう．

　図2の顕著な傾向として60歳以上の高年齢階層が46



図3　障害の穂類別にみた身体障害者数と推移
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図4　障害の種穎別にみた障害児数

！O

9

8

7

6

5

4

3

2

－
万
人

心艮・呼吸器機能障害

視覚障害

複合障害

内部障害
上肢切断
下肢切断

lt肢機能障害

体幹障書

下肢機能障害

聴覚障害

視覚障害

F肢切断〔900人）　0．9％
1コfii切断（2・000人〕　2・1％

上肢機能障害

体幹機能障害

下肢機能障害

責料：厚生省（昭和45年IOi｜1日現ti．〕

世界の児童と母性

％となるなど，年齢が高くなるにしたがって全体に占

める割合が増加しているのに対し．18歳以下の障害児

に限っては減少傾向にあるのが特徴といえよう．減少

理由としては，過去5年聞の死亡あるいは成人移行が

4，700人であるのに対し，同5年間の新規発生が2，800

人であることが主な理由と考えられる．

　なお昭和46年以後においては，公害などによる身体

障害者についてもあらゆる角度からの調査研究を慎重

に実施し、推移を明らかにしてゆく必要があろう．

　障害の種類別にみた身体障害者数については，図3

に示す通り身体障害者の出現率は前述の如く人口1，000

人に対して平均17．9人で，肢体不自由者は全障害者の

58．1％と最も多く、次いで視覚障害．聴覚障害と続く，

　しかし障害兇の場合は（図4）肢体不自由児の55．3

％は成人と同位であるが，視覚障害が少なく，聴覚障

害が高率であることは注目すべきである．

　4．諸外国の福祉機器開発の現状一スウェーデンー

　高福祉国家として知られるスウェーデンの福祉機器

開発の現状をみるに当っては．その国家的背景，経済

状態などを知る必要がある．ご承知のように，人口は

東京より少ない820万人であるが，1人当りの国民所

得はアメリカをしのぐ．国際社会では完全な中立を保

ち，工業化はポルポに代表されるように高い水準にあ

る．このような背景で，スウェーデンの福祉機器開発

は技術開発庁（Board　of　Technical　Develop皿ent）

を中心機関として，国立身体障害者研究所（Handi－

kapp　Institutet）．国立大学および民間企業が行って

いる．　（以下スウェーデンの資料については，在日大

使館・須永氏を煩わした．）
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Travel　chair、

旅行用パギL（イギリス｝

　家族が身障児を連れて旅行
　するとき，車の座席の背も

　たれに固定する．t”fもに
　：ま媒もドtとなり，　家族（ま

　乗降の介助が容易，

　福祉機器の開発費用

　スウェーデンの社会保障関係費は国家予算の約30％

を占めるといわれ、実際に医療行政を担当するのは地

方自治体である．その予算の80％は病院経営、医療保

険，身障者補助などに使われている．

　福祉機器の研究開発は国立身体障害者研究所が主と

なり．独自に研究開発を行うと同時に、大学病院や自

治体の病院と協力して開発に当ることも多い．

　いっぽう技術開発庁は新しい技術開発のテーマに対

して開発費の援助を行う．福祉機器開発は重要テーマ

のひとつで，1974年度は380万クn一ナ（2億5千万

円）を支出している．なかでも聴力・視力補助器に対す

る研究費の多いのが特徴といえる．表1はその推移で

ある．

　スウェーデン政府の身体障害者用機器あるいは住居

改善費への援助額は，1974年度で2億6千万クローナ

（170億円）に上1），そのうち2億1千万クローナが技

術補助である．表2はその推移を示し，表3は2億1

千万クローナの内訳である。

　このようにして開発される機器の種類は多岐にわた

20

表1　技術開発庁の身障者用補助器具開発に対する支出の推移

　　　　　　　　　　　　　　　（単｛立：1、000クローナ，

70～71 71～72 72～73 73～74 74～75

聾唖者用器妻｛．

視力障害者用器具

歩行障害者用器具

その他

　700

　300

1，800

1，200

　700

　450

1，550

1，100

　970

　250

1，716

　113

1，186

　219

　929

　448

1，459

　456
L356

　525

合　　　　計 4，000 3，800 3，049 2，781 3，796

　i主1　1　ク　ロー一＋≒65Fi］

り．その一部を挙げると電動義手・カス圧義手・レー

ザーつえなどをはじめ，足踏みタイプライター・電気ペ

ン型タイプライター・プラズマディスプレータイプラ

ィター・文字拡大装置といったコミュニケーションに

開連するもの、あるいは重度障害者用リレー装置，障

害者用家具，自助具から電話支持器といったものにま

で．幅広く生活に必要な細かな配慮がうかかわれる．

　スウェーデンの障害者

　福祉機器を必要とする障害者の実数把握は非常に難

しいとされているが，1973年関連調査報告書によると、

身体に何らかの障害のある者が152万人と推定され、

そのうち50　b’人が運動機能障害者、10万人が重度障害

Haverich　special　tricyele．

多装備特殊三輪車〔西ドイツ）

身障児側々に合一せて

フレームやブレーキ

が作られる，ペダル

にF肢装具の固定器
具が付’く．体幹保持

に’ぐ’tクレストと安

　91，

e≡ tア1一
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者、3万人が車いすを必要とする、そのほか視力障害

者3万人．聴力障害者65万人と推定され，これら聴力

障害者のための機器開発費は表1にも示すように非常

に多額を要している．

　今後の技術開発姿勢

　技術開発庁は今後の身体障害者用福祉機器開発につ

いて、（醗済的効果、②社会的効果，③研究自体が生

み出す効果．の3点に重点を置き，大幅な研究開発費

の増加を計画中である．すなわち1974年度の380万ク

ローナ（2億5千万円）に対し，今後10年間で900万

クローナ（5億8千万円）ないし1，800万クローナ（1！

億6千万円）に増額しようとする計画（表4）である．

　なお紹介した福祉機器開発の現状は国の技術開発庁

の活動が中心である．この
　　　　　　　　　　　　　　表2
ほかに大学の研究室や大学

病院においても、高度な生

体工学的研究を基礎とした

機器の開発が行われており、

本稿はスウェーデンの福祉

機器開発の一・部であること

を付言しておく．

　おわりに

　以・ヒのように福祉機器の開発は人間系の代替機器で

あるがゆえに．その形状の大小，機構の複雑さ、価格

の高低などに加えて．環境との関連が非常に大きな要

素となるほか、製造過程においても，多種少量生産に

よる製品の割高，技術水準の遅れなど，多くの要素が

複合するため，一一般産業機器の開発とは大きく異なる

ことを理解しなければならない．

　よって福祉機器の研究開発は国家施策とするほか，

製贔についても公費買上げ措置を講ずるなどの施策が

必要であろうと考える．また福祉関連機器と境界領域

にある医療機器・教育機器についての概念の整理も，

欠くことができない．福祉機器問題は，今日が出発で

ある，という感が強い．

身障者の補助器具と住屠改善に対

する政府支出

　　　　　〔刷立：IOO　rJク回一→L　I

政　府　補　助技術開
発庁の

予算
補助
器具
電動車

住居
改善

国立身体障
害者研究所
への袖助

70～71

71～72

72～73

73－74

74－75

4．0

3．8

3．0

2．8

3．8

116

135

151

200

210

15

16

14

11

10

21

22

24

24

32

3．9

4．7

4．8

5．0

5．4

表3　身障者に対する補助器具補助の政

　　府支出内訳｛74－75）

　　　　　　　　（単位：1万7ローナ）

義手・義足

物理療法への補助

聴力障害者への器具補助

歩行・運動器具補助

看護補期

視力障害者へのテープレコーダ

ーなどの器具補助

6．5①0　〔30％，

5．000　（24e／e）

3．000〔1596）

3マ100　（工5％）

2，蜘　（12％）

650　（3％）

表4　将来の福祉機器開発に必要な研究開発費
［単位：1，000クロー＋）

1975～76 1976～77 1979－80 1984－85

規ノ」障85者，　ト見力　る聴力障，害・者 850－1，200 750－L650 800－2，200 1，00ト2，800
聴力障害者 1．425～1．800 1，525～2，300 1，400－3，000 1．600～3，600

会活障害者．運動障書者 3．810～5，835 3．955～6．755 4．500～7，500 5．000～9．000

精神障害者 150～　　250 150～　400 300－　　600 600～　　900

アレルギー．腰庖性線維症
尿失禁．腸痩患者

630－　　765 670～1，100 600－1，200 800一工，800

国際共同研究 200 20⑰
一 一

合　　　　　　計 7，065～10、050 7，250－12，405 7．600～14．500 9，000－18，100

DOttble－handled　scissers．

二重輪付きはさみ（アメリカ）

筋力の弱い子ども，不随動作があっ

てうまく使えない子ども用．介助者

が外の輪に指を入れて誘導する．
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知らせておかなくてはならない
一西ドイツにおける少女の性教育の一端一

あん　　　　　　　　どう

安　　　藤
※郷学f司田」　手

のり

則

　1977年秋，日独青少年指導者セミナー（文部省委託

事業，世界青少年交流協会主催）の一員として，11年．；：

りに西ドイツを訪れる機会を得た．シュライヤー事件

のさなかで，11年前とは違う厳重な警戒に驚かされた．

　さらに驚かされたのは青少年の姿である．私がかっ

て生活した1962～66年とは隔世の感があった．ドイツ

人的なものから離れて，欧米が混ざり合ったというか、

国際的なものへと変化しているように思えた．聞いて

はいたものの，喫煙・飲酒・麻薬・ポルノグラフィー

の流行は特別のものではなく，特に低年齢層の変化に

目をみはった、服装・髪型・言葉遣い・態度が記憶と

合致せず．ドイツにいることを疑ったほどである．

　建物の床は投捨てた吸いがらで焼け焦げていた．あ

どけない顔の少年少女の遠慮のない喫煙．三：りや，抱擁

の場に直面して，聞きたい口が鈍ってしまったのは．

私が慣れていないためであろうか．小学校の校長先生

宅に泊ったとき同じような場面に出合ったが，両親に

感想を求めると．肩をすくめて、もうだれも注意でき

なくなったという答であった．

未成年の未婚の母

ドイツ連邦共和国では毎年、12歳から16歳までの少

女約4，000人が妊娠し，家庭に大騒動を巻起すという．

特に父親となる相手の男性が同じように生徒であった

場合は．いっそう大騒ぎとなる．未成年（18歳未満）

の娘が妊娠した場合，娘の両親は途方に暮れ、娘を理

解できないまま家からほうり出してしまう例が跡を絶

たない．しかし未成年の娘に対して両親は全責任を負

っているのであり、ほうり出す権利はないのである．

手元におくのがはばかられたり，預ける親類や知人

のない場合には，母1r一ホームに入居させ，その費用を

相手の男性側と収入状態に応じて分担するのである．

　妊娠した娘がまだ生徒であったとしても，妊娠によ

って退学する必要はない．母親保護法が適用される時

期，出産前6週間まで通学し，出産後8週間から復学

すればよい．1972年1月1日以降、両親には．妊娠し

た娘の通学について、学校当局と話合う法的義務が課

せられている．

未婚の母と子の権利

　1970年以降，未婚の母の子どもはその子どもの父親

の親族とみなされ．扶養料および遺産相続において嫡

子と同様の権利をもつようになった．扶養料はそれま

でのように母親の生活状態に応じて請求されるのでは
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なく，嫡子への扶養料と同額のものを父親は支払わね

ばならない．たとえば，妻を離婚したときには．1973

年6月以降の最低扶養料は，6歳児までは月額144DM．

7～12歳は174DM，13～18歳は204DMである．

　父親である男性が未成年で無収入の場合は事態が面

倒になるが、祖父母に経済的にゆとりがあるならば．

扶養料負担の義務がある、負担できない場合には社会

局に子どもの生活費の援助を申立てることができる．

　父親が父子関係を否定した場合は，青少年局での科

学的検査に基づき，父親の確認が可能であり，その事

例が多くなっている．

　未婚の母は妻と同様，国家かち同ヒ特典が受けられ

る．すなわち減税，児童手当の給付．雇主から不当に

解雇されないなどである．

　ベントハイム郡における未婚の母

　オランダと国境を接しているニーダーザクセン州ベ

ントハイム郡における年間出生数は640人である．そ

のうちの30～40人は未婚の母から生れているが，それ

は決して特別な事柄ではないということであった．

　1974年以降，妊娠3か月までの人工中絶が法律上で

認められているにもかかわらず．なぜこのような事例，

未婚の母の出産が起るのであろうか．この法律の発効

には教会の激しい反対があり，発効後も中絶の実行が

なかなか難しいようである．そのためオランダに行っ

て中絶手術を受けることもあるらしい．

　また未婚の母にならざるを得ないのには、当局の作

為があるようにも聞いた．妊娠2か月で相談所を訪れ

たとしても、手続き後、実際の医学相談に至るまでに

日数が経過し、結局は3か月以降となり，中絶が不可

世界の児童と母性

能でやむなく出産するのである．

　周囲にあふれる情報のなかで，青少年はなぜ性、特

に妊娠に対する認識が足りないのであろうか．

　性教育

　ベントハイム郡青少年局では．青少年グループリー

ダーを対象として，青少年に対する性教育を行ってい

る、また青少年教育センターでは，各地から指導者に

連れられてそこにくる少年少女に，センターの社会教

育家が実物の避妊器具を見せたり，あるいは小冊子を

与えたりして指導している．

　指導は直接の性教育だけでなく，親子関係，青少年

や婦人に関する法律、各種の相談所や教育機関の紹介

にも及んでいる．上智大・久保秀史教授が「子どもの

性教育」のなかで述べておられるように，西ドイツで

も性教育は，単に性器の生理や解剖だけを教えるので

はなく，立派な杜会人になることを目的としている．

　青少年教育センターにはいろいろなパンフレットが

用意されていた．青少年はもちろん，両親や教師も読

み，子どもの疑問に答えられるように指導しているの

である．ここに紹介する「おとなになるとき」もその

ひとつで，「llueから13歳までの少女への手引き」と

いう副題が付いている．要点だけでなく，あえてほぼ

全文を紹介したが，おかあさまや先生，その他の方々

がこれを実際に少女に与えたいと思われるか，あるい

は不十分とお考えか，おうかがいできたら幸いである．

　本冊子は有名生理用品メーカーの出版であるが，広

告は巻末に活字だけ．センターでは郡内各学校の生徒

の1週間セミナーに，テキストとしている．ほとんど

の学校がこのセミナーをカリキュラムに入れている．
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　★なぜなぜ，なぜ？

　多くの少女は13歳ごろになると，自

分自身についても周囲の友達について

もいろいろな疑問を感じ，自問自答し

て悩むことでしょう．あなたはこんな

ことを考えたことがありますか．たと

えば，なぜ13歳になるとおとなに見え

るのか，どうして家庭でトラブルを起

してしまうのか．子どもはいったいど

うやって生れてくるのか，なぜ友達は

ときどき体操を休むのか、いったいい

つ自分はおとなになるのか．それにこ

のごろ、自分の気持の整理ができなく

て困ってしまうなど．こういう疑問は

人關の成熟期と関係があるのです．あ

なたは思春期にはいっているのです．

ですから思春期にはどんな変化か起る

のかを知っていなければなりません．

　★身長が伸びて

　どんな人でも最初は赤ちゃんで、そ

れから子どもになt），立派な女性、男

性になってゆきます．人1昌1は突然にお

となになるのではありません．約20年

かかって成熟してゆきますが．その期

間の生活がたいへん大切なのです．特

に11歳、12歳ころになると成熟が進み，

腕やすねが伸びてまだ壬どもっぽい胴

や頭に調和しないように見えますから、

多くの少女は自分がまるで豆のつるを

支える棒のように思うかも知れません．

ぎごちなくて背ばかりひょろひょろ1蒲

＜なり．不器用にからだを動かすから

です．そのほかに少年少女は耳・鼻・

下あごが，頭部の他のどの部分よりも

早く発達Lてきます．

　すべてがなかなかいっしょには発達

せず，うまく謂和しないのです．身体

にはひとつのプランがあって．それに

合って成熟してゆきます．子どものと

きにはまだ働いていなかった分泌腺が

活発になりはじめ，成長と成熟を促進

するホルモンを分泌します．わきの下

や下腹部に発毛し，腰が丸くなってき

て、乳房が膨らんできます，

★～⑰ように成熟していくのでしょうか

　身体は自然に大きくなリ成熟してき

ます．身長や体重は測定できますが、

おとなになる身体内部の成熟は計るこ

とはできません．

　少女がおとななのか．まだ子どもな

のかは，腰や胸の丸みだけで知ること

はできませんが，かの女の話す言葉や

態度、判断力などをみると，よくわか

1）ます．11歳．12歳，13歳の少女は，

おとなからいつまでも子どもと見られ

るのを好みません．子どもは親の言い

つけ通り行動しますが、おとなは自分

で判断して，自分にとっても．また他

人にとっても正しいと思う行動をする

のです．こういうことを思春期には学

ぱなければならないのです．いっも自

分のやりたいことだけ、あるいはすば

らしいからとか、面白いからとか、簡

単だからとかからだけで学ぷのではな

くて，自分自身にも．他の人にも，正

しく望ましいと思うことを学ぷのです．

　こうして思春期の少年少女は，自分

の生活を自分自身で決めはじめます．

確かにあなた方に最初から正しい判断

や言葉遣い，正しい態度ができるわけ

があt）ません．この年ごろで自分の正

しい道を見出すのはまだ難しいのです

が，繰返し繰返し行くべき道を探し求

めるならば，いつかはそこに到達でき

るでしょう．困難に直面することは，

また，わくわくするようなすばらしい

ことなのです．人間は多くのことを経

験し．自分の生がいで最も望ましいと

思うことや人間像を決めてゆくのです．

たとえば，賢い人であるか，退屈な人

であるか，愛される人か，きらわれる

人か，いつでも喜んで他人に手を差伸

べる人か，あるいはいつも利己的な人

でいるか，からだを清潔にしている人

か，それともうす汚れたままでいる人

かなど、たくさんの差が出てきます．

思春期のあなた方は，どんな人間にな

りたいかを決めはじめるころでしょう．

　身体については少し違っています．

．からだを鍛練し、健康を保ち、身じま

いをきちんとすることはできますが．

成艮と成熟に対しては．身体がその独

自のプランに沿って発達してゆくのに

ゆだねるだけです．　　　さし絵かある．

★自然のできごと

思春期では身体の外見だけが変化す
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パンフレットの表祇、縦債剤54エ．本文leべ一ジ

るのではなく、身体内部の生殖器が目

覚め．あとで大事な働きに役立つよう

に準備してゆきます．その最も大きな

大事な特徴は月経，生理が始まること

です．大部分の少女は11歳から13歳ま

でに初潮を見ますが．時には1～2年

早くなったり，遅くなったりします．

最初の出血はその少女の思春期が始っ

た意義深いしるしなのです．

　いちど，女性の身体の構造や働きを

見てみましょう．月経がどんなもので

あるかがわかります．

　尿道の出口と肛門のあいだに，第3

の開口部があt），それは，ちつといい

ます．ちつは身体の内部．すなわち子

宮へ通ヒています．子宮は西洋なしの

ような形をし、中は空っぽの器官で，

丈夫な筋肉組織からできています．内

壁は粘膜と呼ばれる特種な組織層で覆

われています．子宮の左右には卵巣が

あり，その中に約40万個の，小さな、

ほとんど針の先く’らいの大きさの卵細

胞〔卵子）が埋込まれていて，輸卵管を

通じて子宮と連絡しています．約28日

世界の児麓と母性

ごとに卵巣の中でたった1個の卵が成

熟し，その卵子が受精するとtそれが

赤ちゃんになってゆくのです．

　毎月毎月．子宮はこの準備を繰返し

ています、子宮粘膜は柔らかくなり．

充血し、小さな卵子に栄養を与えられ

るようになります．何事もなければ，

その卵子は受精せずに消滅してしまい

ます．そこで血液の充満した子宮粘膜

は，一定の時間が過ぎると，はがれて

ちつから体外へ出されます．これが月

経です．　　　　　女性生殖響図がある，

★毎月の衛生

　初潮のまえに生理帯を準備しておく

ことが大切です．生理用ナプキンは自

ちいでゆきます．もしもあなたが出血

前に，あるいは出血中に，普通の生活

ができないほど強い苦痛を感じたなら

ぱ．おかあさんといっしょに医者に行

きなさい．医者は痛みの原因を突止め，

どうすれば痛みが楽になるかを教えて

くれます．しかし軽い不快感は．だれ

も感じるものなのです．月経は病気で

はありません．学校の授業も続けてい

いのですが，特別につらいことは避け

てください．体力を極度に使うスポー

ツはいけませんが，体育の時間は参加

してよいのです．

★周期と生理日数のためのカレンダ」

少女はやがて自分の体験から，月経

然の経過を妨げるものではいけません．期間中の自分の能力で，できることと

柔らかい綿紙でできたもので，分泌物

を吸収するのがいいのです．吸収力が

優れ，からだにぴったりしたものがよ

いので，特に実用的なのは，ナプキン

の両端に接着剤が付いていて，どんな

パンティーにも固定できるものがあり

ます．タンポンを使用するときは，事

前に医者に相談することが必要です．

　★不快感

　初潮を迎えた少女は．多かれ少なか

れ，不快感をもちます．頭痛，背中の

痛み，下腹部の痛みなど．その苦痛は

成熟が進むと次第に軽くなりますが，

月経中，疲れやすかったり、気持が沈

んだり，怒りっぽくなっても，それは

正常なのです．こういうことはだいた

い1日か2日ぐらい続き，だんだん和

できをいことがわかってきます、

　大事なのは次の月経がいつ始るかを

知っておくことで、それにはカレンダ

ーが役立ちます．生理日を毎月記入し

てゆけば，この周期がはっきりしてき

ます．また出血が3日から7日ぐらい

続き、いつも同じくらいの期聞であれ

ば正常です．周期は約28日ですカξ　2

～ 3日早くなっても遅れてもいいので

す．周期と生理日とを毎月記入してゆ

けば．カレンダーを一目見ただけで，

次の月のことを予想し，準備ができま

す．何か不安定なものが現れていれば，

医者へ行きなさい．そして，そのカレ

ンダーを見せなさい．　　i票璽漂雲よ

★少年の思春期

少年には月経はありませんカC少女
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とほぽ同年齢のころ．思春期を経験し

ます．少女の体内で卵細胞が成長する

ように，少年の場合は，最初の精細胞

（精子）が成熟します．この精子は生殖

腺すなわち二個のこう丸の中に発生し

ます．こう丸を取巻いている外側の皮

膚を陰のうといい，それは，少女のち

つロのある下腹部の辺りにあります．

こう丸のまえに陰茎，ペニスがありま

す．2つのこう丸から精輸管が尿道の

中を通っていて、精細胞はこの管を通

って体外へ出ます．s俊生殖vecaがある．

　★卵子と精子の出合い

　一人の人間が誕生するのには，1個

の精子と1個の卵子とが同時に出合わ

なければなりませんこの出合いは女

性の生殖器の中でだけ行われます．お

かあさんのおなかの中にだけ赤ちゃん

ができて，出産まで×きく成長してゆ

きます．精子はどのようにして女性の

生殖器にはいるのでしょうか．それは

男性が陰茎を女性のちつの中へ入れて

いるあいだに．精子がはいってゆくの

です．性交とは男性と女性との愛情を

身体によって強く表現したものです．

　男性の陰茎を通って出てきた精子は，

女性のちつから子宮と輸卵管の中には

いりますが，顕微鏡でなければとうて

い見られません．精子にはごく小さい

しっぽが付いていて，その尾で前進し，

輸卵管への道を探してゆきます．そこ

にちょうど成熟した卵子があったなら

ば，その卵子と1個の精子とが出合っ

て受胎します．精子と卵子が互いに解

合って，新しい人間が形づくられます．

　卵子は精子からすべての肉体，心，

知能の素質．すなわち子どもが父親か

ら受継ぐあらゆる素質を受入れるわけ

です．卵子の中には，子どもが母親か

らもらうすべてのものがはいっていま

す．受精卵は両親の素質が互いに混ざ

り合って，新しい生命の形を整えます．

このために子どもは父親似であったり

母親似であったり、両方に似ていたり

します．それでもやは1）、一人の子ど

もは，全世界にたった一度だけしか存

在しない一人の新しい人間だというこ

とを忘れないでください．

★子どもはどのようにして生れるの

　　でしょうか

　精子と卵子が解合うことを妊娠とい

います．妊娠から出産まで9か月かか

ります．この期闇に胎児はどんどん大

きくなり，各器官と身体部分は正確に

成長してゆきます．母親の子宮は新し

い生命をすっぽt）と包み、保護してい

ます．胎児は子宮内にいるときにも栄

養と酸素を必要としますが．それは母

親の血液からせい帯，へその緒を通し

てもらうのです．9か月たつと、精子

と卵子の元の細胞かち，約50emほどの

小さな人間ができ上がっています．出

産は陣痛で始ります．子宮の出口は拡

大し，筋肉の力強い運動で，子どもを

子宮からちつを通って体外へ押出しま

す．赤ん坊が産声をあげると，へその

緒は切られます．その跡がおへそです．

　子どもの誕生は偉大は出来事です．

9か月も赤ちゃんを胎内に入れていた

おかあさんは，今度はお乳で子どもに

栄養を与えます．子どもは何もしない

で、両親の愛情と世話を受けています．

両親は子どもに話すことや歩くことを

教え，世話をやき、保護します．子ど

もが幸せな立派な人間になるように，　　，

両親は努力し，心配するのです．です

から男の人も女の人も赤ちゃんをもつ

まえに，二人でうまく共同生活ができ

るかどうか．いつでも他の人々ともう

まくやってゆけるかどうか．十分な収

入が得られるかどうか，どんな新家庭

を築いてゆこうか，仕事をやり遂げら

れるかどうかなどについて．十分に話

合い，考え合わねばなりません．

谷漁

．1子宮

　ほかに妊娠2か月・9か月の胎内図がある．

★思春期にどんな注意が必要でしょうか

　あなた方がいつもからだを清潔にし，

生理期間中は特に清潔に気をつけてい

るならば，仲間からきらわれることは

ありません．生理中は朝晩たっぷり

の湯と石けんでからだ中をよく洗うか，

シャワーをかけるかしなさい．生理中

は汗の分泌が多く，からだのにおいが
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強くなります．しかし熱いおふろには

いるのはいけません．正常の血液循環

を妨げて出血を多くしたり，長びかせ

たりしますから．水泳もやらないほう

がよいと多くの医者は言っています．

　下着や生理用贔は何回も取換えなさ

い．においが特に気になる人は、毎日

からだを洗ったあとで，ちっ口の辺り

をさっぱりとさせ，脱臭効果のある、

気持のよいスプレーをかけてもよいで

しょう．どなたのおかあさんもご自分

の経験から、いろいろの忠告をしてく

れるでしょう．

　あなた方はただ生理中だけ清潔にす

るのではなくて，首や耳や歯を清潔に

し．手や足の爪を切り．髪を定期的に

洗い，きちんととかしつけておくこと

も大切です．おとなになると．清潔に

しなさいとだれも他人に注意してくれ

ません．自分で自分のからだに気をつ

け、仲間といるとき，どんな印象を人

に与えるかに気をつけてください．思

春期にはニキビや吹出物がでやすいの

ですが，それを押しつぶしてはいけま

せん．そのままそっとしておかないと、

危険な炎症を起し，醜い跡が残ってし

まいます．ニキピができたからといっ

てがっかりしてはいけません．思春期

の自然現象ですかち，遅かれ早かれ元

のように消えてしまいます．果物，野

菜を多く食べ、刺激性のものや．油で

いためた料理や，脂肪．甘味料はたく

さん食ぺずに，皮膚をきれいにする軟

膏をつけ、湿気をぬぐっておけば，ニ

キビは少なくなります．

　次にブラジャーはいつから着けたら

いいのでしょう．走ったり，他の運動

のとき，乳房が動いては気分がよくあ

りませんから、ブラジャーを着けてく

ださい．もっとk切なことは，乳房を

下のほうへ押え付け，乳房組織に負担

をかけるような重い服を着るときには，

必らずブラジャーを着けることです．

しかしブラジャーをきつく引っ張って

着けてはいけません．乳房を不自然に

変形させないよう気をつけながら、き

ちっと身に着くように使ってください、

　★健康で優雅な少女であるように

　思春期のあなた方はときどき物．事に

集中できなかったリ．疲れやすかった

りするでしょう．そういうときには十

分な睡眠と運動，完全な栄養をとるこ

とです．昔の人は1日を3等分し，睡

眠・労動・休養を8時間ずつするべきだ

と言いました．思春期では少なくとも

規則的に10時間の睡眠をとり，就寝前

には窓を開けて空気を十分に部屋に入

t．し睡眠中に十分な酸素が吸えるよう

にしてください．深く眠ると肉体的に

も精神的にも緊張が解け，翌日はいっ

そう快適になります．そのうえそれは

美しさを保つ最も安い方法となります．

　ハイキング・水泳・スキー・体操、

どのスポーツも筋肉を正常に発達させ，

よい姿勢にさせます．何かひとつ大好

きなスポーツを規則的にすることを勧

めます．しかしやり過ぎで，からだを

酷使することはいけません．

　栄養は体力を．卜分に発揮させるため

に必要です．骨格・筋肉を発達させ、

分泌腺の働きを活発にするのにも，食

物の成分が関係しています．果物．グ

リーンサラダ、野菜，はい芽のはいっ

たパン，ミルク，魚、脂肪分の少ない

肉類は，エネルギー源としての食物で

あると同時に．人間を健康に生き生き

とさせるのに必要なものです．

　★もうあなた方は何も秘密にする必

　　要はありません

　このパンフレットを読んであなたは，

思春期に起るいろいろな現象について

十分知りました．生半可な知識しかな

い同年齢の友達を当てにすることもあ

t｝ません．生理が自然の現象であり，

どのように生理中の日々を過すべきか

がわかりましたね．優雅で人から愛さ

れる立派な婦人になるのには，自分自

身でどうしたらよいかを学びました．

わからないことはどんどんご両親，女

の先生，男の先生，家庭医や校医さん

に質問してごらんなさい．皆があなた

を助けてくれます．おとなへの道をた

った一人で行く必要はありません．
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保母養成施設
一オーストリアー

ち　　　　ば　　　　き　　　　）　　　　：

千　羽　喜　代　子
大妻女子大学教授

　保母養成校および学校制度

　オーストリアは国土面積が日本の約4分の1で，9

つの州に分れており，人口752万人（1976年｝である．

ここに保母養成校23が設置されている（1975年）．その

うち国立（pllblic）が12校，　privateが11校で，　private

の内訳は，町立1校，私立〔教会設置｝が10校である．

　この養成校に入学する学生はすべて女性であり，保

育者には男性がいない．そのなかから園長が選ばれる

から，園長はすべて女性である．

　入学時の年齢は14～15歳．わが国に比較すると，入

学年齢は4年早い．いずれも8年聞の義務教育年限を

終了した者である．

　オーストリアの学校制度は図に示すように，6歳が

義務教育の開始年齢であり，わが国と同様である．ま

ずVo）ksschule（国民学校）を10歳までの4年間，そ

の後，Haupt　Schu］e（中学校）とAllgemeinbildende

Htihere　Schule（高等教育学校）のいずれかに分れる．

この進路の選択は親がする．

　したがって養成校に受験してくる学生は，Haupt

Schuleを終了した者か，　Allgemeinbi］dende　H6here

Schuleの4年間を終了した者である．

　養成校の修業年限は4年であるから，卒業年次の年

齢は17～18歳であり、卒業後，国家試験を受け．合格

すれば免許証が与えられる．免許証があれば、どこの

園にも就職できる．

　将来はこの修業年限をさらに1年延長して5年とし，

大学（Universitat）に進学できる道をつくることを計

画しているという．保母養i成に力を入れていることが

わかるが，それは，将来の社会を担う子どもの教育に

力をかけているといってもよいであろう．

Universitat

Matura　r能ノ）Ava，

A｜｜9emeinbildende

H6here　Schule
，8「ド問］

o－一一一一将オミ計画

　クラーゲンフルト（Klagenfurt）の養成校

　私たちが訪問したのは，クラーゲンフルトの国立の

養成校である．1クラス30人で2クラス，したがって

学生の総数は4学年8クラス　238人，これに対する教

師陣は34人である．

　教科目は，教育学，教育心理学，教授法，独語，数

学，地理学．法社会学、法学，生物学，衛生学、音楽，

工学，フルート，絵画，工芸，家庭科，体操など．こ
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れに選択科目として，英語，露語，スロベー二語（ユ

ー ゴースラピア）など隣国のことば，楽器の構造論，

オーケストラ，コーラス，音感教育などが加わって，

1週33～34の授業時間が組まれている．さらに講義に

片寄らないように，1週のうち1日は現場の実習，年

間においては．2～3週にわたる実習もあり，理論と

実践が並行して行われている．

　この学校訪問で非常に印象深かったのは，’ピアノの

使用をやめて，ギターやフルート（たて笛）に楽器を

切換えていることである．その主な理由は，①ピアノ

は音か大きいためt子どもたち自身の声を消してしま

い，音感教育にはふさわしくなく、ギターでなら，子

どもたちが自分の耳で自分の声を聞くことができる，

②子どもたちは日常の生活において，ピアノよりもギ

ターやフルートのほうに親しみをもっている、③これ

らの楽器は子どもとともに移動し，戸外でも使用でき，

また保育室のスペースをとらないなど．

　見学したウィーン，クラーゲン7ルト，モースプル

グ，ザルツプルグの8つのKindergartenのいずれも

が、ギターを使用していた．

　印象深かったもうひとつは，自分たちの教材や保育

教材を，できるだけ手作りで賄っていることである．

この精神は現場に出た保育者に生かされている．

　付属幼稚園

　この養成校には付属幼稚園が併設されている．3歳

から5歳の年齢縦割りの組編成が7組つくられていた．

　ここで篤と説明を加えておかなければならないのは，

「幼稚園」といっても，日本の幼稚園とは組織が違い，

日本の保育所の機能と幼稚園の機能を併せもっている．

さきにKindergartenと称したのは，このためである．

すなわち，①午前中で帰宅する子どももあり，午後4

時半～5時まで在園している子どももいる，②子ども

の年齢は，制度上は生後8週から3歳までをKrippe，

4歳から就学前までをKindergartenで扱っているが，

地域社会の要望に沿って、2歳から就学前までの園も

あり，また学童保育（Hort）を併設している園もある．

　養成校を卒業して国家試験に合格した学生は，この

ような児童施設（Kinderst琶tte）に就職するのである．

ミニ紹介1：市立保育所兼幼稚園（CRECHE　ET

GARDERIE）一パリ

アパートの多い静かな住宅地にある．1973年11月設立．

定貝は保育所0－2歳児60人，幼稚園2～4歳児120人．

前者は2か月～1歳児2組，各組18人，保母1，助手

2人，1～2歳児2組．各組12人．保母1．助手2人．

後者は2～3歳児2組，各組15人，保母1，助手1人，

3～4歳児2組．各組15人，保母1，助手1人．幼稚

園は3歳からと考えられているが．保育所が定員過剰

になりがちなので，発育状態をみながら編入している．

7時～19時開園，土・日曜日休園．乳児は備付けのもの

に着替える．トイレが広々と5個くらいずつ並んでい

る．親の負担は1日当り保育所6～12フラン．幼稚園

3～10フラン〔1フラン：・：約70円）、残余は市の経費．

昼食は低年齢の保育児から済ませ，そのあとは午睡．

保母は大学卒なみの国家試験合格者．助手は高校卒．

3交替制で、週42時間勤務．ほかに給食貝2人．保育

に関して地域社会や母親との掛かり合いは一切ない．
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西ドイツ・ジュッセルドルフ郊外

の心身障害児者施設「ヘパタ」
（HEP｝｛ATA）

はじめに

いい　　　　　　　　　た

飯　　　田
堀川愛生園長

郡山女子短期大学講師

情進

　Dtisseldorf（ジュッセルドルフ）郊外のM6nchen－

gladbach（メンヘングラッドバッハ）にあるHephata

（ヘパタ）と呼ばれる心身障害児施設をぜひ見学するよ

うに紹介され，1977年5月25日，日本ルーテル神大教

授の大谷嘉朗先生と訪れた．新興住宅街のなかに広大

な敷地を有する施設の名称の由来は，新約聖書マルコ

1云のイエスが聾唖者をいやされた時の言葉「開けよ」

から取ったものであり，指導理念に障害者の閉ざされ

た能力を「開いてゆく」願いがこめられているようで

ある．

　われわれが訪れたその日は施設の設立記念Hを兼ね

た夏祭の日で，ボランティアである地域の人たちや軍

隊が，保護者たちと協力し合って，遊園地でのゲーム

のほか，食堂や売店が設けられ，楽しいふんい気を盛

上げていた．

　施設長のKaempf（ケンプ）牧師は、牧師生活20数年

のあと，社会福祉の教育を受直し，10数年の経験を経

て責任者となった人である．以下は，ケンプ牧師の説

明や資料および見学を通してまとめたものである．

　施設の概況

　民間経営の施設で，収容人貝約800人，5歳以上の

男子のみの児・者（ただし学齢前児は男女とも収容）

を対象にしていて，さらに別の場所に，約300人収容

の施設も経営している．コロニーの形態をとりながら

も将来を志向して，地域社会のなかに青年のためのグ

ループホーム，ハーフウェー・ハウス，市営アパート

間借の経営も実践している．構内には重症心身障害児

施設，職業訓練学校，特殊教育学校（日本の養護学校

に当る），福祉工場，児童ホーム，青年寮が併設されて

いる，

　障害児・者を収容しているホームはエデュケータ

ー
と呼ばれる職員が担当し，児・者数との割合は重症

児4：6．児童ホーム平均3：11，青年寮2：8の割

合である．収容児・者の3分の2は，家庭条件が悪く、

家庭復帰が困難のようである．

　福祉工場

　1975年に設立された工場は，現在約270人の男女障

害者が就労し，約半数が近隣地域社会の自宅から通勤

してきていて．年齢は17歳一25歳くらいのようである．

　製造品目はプラスチック製品，電線部品取付，織物

機械部品，印刷機・タイプライター用の精密部品，紙

器製品，木製玩具，ブラシ類，印刷など10数品目で，

古い家具の修理もしている．それらに携わる何組かの

セクションが編成され，12人～15人を1セクションと

して1人～2人の特別訓練を受けたスーパーバイザー

が配置されている．
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施設の全景

　工場の経営管理は，経理事務，教育，技術の各マネ

ジャーが協力して当り，その下にセクション・リーダ

ーが配されている．精密部品セクションでは，JQ60～

75の人たち12人が1人のスーパーバイザーの指導を受

けながら初歩工程作業を担当し，仕上げ部品に健常者

の熟練工が当っている．

　この工場の障害者は，月50DM（1DMは約125円）

から始り，能力に応じて800DMの収入を得ている．

西ドイツの障害者雇用は，能力のある者は健常者と同

じ待遇が原則となっていて，障害者を雇用した企業に

2年間は賃金の半額を政府が負担し，3年目にはいっ

て本人の労働能力が高まれば，企業は健常者と同一・の

賃金を支払わなければならない．一般の肉体労働者の

最低賃金は月700DMといわれており．障害者が最低

生活水準以下の収入しか得られない場合，政府はその

不足分を保障することになっている．障害者が自分の

力で生活してゆけるよう方向づけているのである．大

企業の障害者雇用状況は消極的で，主に中小企業が受

入れているようである．

工場には通勤の女性障害者がいて，男女交際の機会

がある．性的問題が当然生じるので，問題防止のため

女性側の親に働きかけ，娘に避任方法をよく教えるよ

う指導している．

　特殊教育学校

　この国では特殊教育学校が各校区ごとに設置されて

いる．施設構内にある学校もそのひとつで，児童ホー

ムから通学してくるIQ60～70の精神薄弱児を対象にす

る学級と，social，physical，handicapの児童を対象

にする学級とに大別されている．対象年齢は6歳から

18歳までで，障害の程度別に1学級3人から13人まで

を16学級編成している．卒業後は3年間教育の職業訓

練校に進学するので，その準備期間として1年聞かち

3年間を目途に，個々の児童の能力に応ヒた職能教育

をしている．

　あとがき

　「ヘパタ」を訪問して印象に残っていることが2つあ

る．1つは重症児施設でありながら，特有の異臭が全

くなかったことである．それは，職員数の改善，いつ

でも一定温度の温水が出る設備を児童居室の隣室に設

け，児童が汚れたり粗相した場合に，いつでもそれを

利用し、快適に生活するよう教え込んだ訓練の成果と

のことであった．いま1つは，ケンプ牧師の「将来は

地域社会のなかに皆が移り住み，この大規模キャンプ

は閉鎖したい」と言った言葉である．
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自閉児との触れ合い
一プレントウッド教育治療センターでの体験一

しiう　　　　　　し　　　　　　たけ　　　　　　し

昌　　子　　武　　司

国立特殊教育総合研究所

情緒障害教育研究室長

　はじめに

　わが国における自閉児の研究は、その歴史が浅く，

その発生の要因についての定説はまだない．またその

指導法についても，まだ試行錯誤の域を出ない．

　筆者はかねてから情緒障害児学級の担任教師といっ

しょに，先進国の指導の実状を見てみたいという希望

をもっていた．しかしこのような計画はかなり困難な

ものである．というのは、日本の担任教師が国外に出

る最もよい時期は夏季休暇中であるが，その期間は外

国もバカンスにはいっているので，実際に子どもを見

ることができない．春休みは子どもはいても，転任時

期で，担任教師のほうが出国できない．

　半ばあきらめていたころ，表記のプレントウッド

教育治療センターのDr，　Kelley（ケり一）から「諸君

の来訪の時期に合せて，サマープランを組もう」とい

う連絡がはいった．

　このような機会は二度とないと判断したので，早急

に立案し，18人の教師といっしょに，サンフランシス

コ郊外のセンターを訪ねることにした．これは、その

時の体験報告である．

　センターの規模と指導の実際

　同センターはDr．Kelleyが主宰する私立の小さな機

関で，教会その他から資金を集めて設立された．扱っ

ているのは自閉児ばかりで，幼児から小学校低学年に

わたる児童約10人，14，5歳から20歳までの年長者5，6

人を，Kel］ey夫妻がリーダーとなり，スピーチセラピ

スト，オキュペーショナルセラピストなど6人のスタ

．ソフで指導に当っている．

　基本的な考え方は，われわれの考えていることとほ

とんど同じで，まずセラピストとの人間関係を濃厚に

すること，さらには児童相互の関係を密にすることな

どに重点がおかれ，常に近い位置にいて，かちだに触

れてやりながら語りかけていた．

　遠った点を挙げれば，感覚のわい曲が基本にあると

して．触覚，視覚、聴覚などを刺激し，訓練すること

にかなりエネルギーが割かれていた点．そして，それ

を実践するのに新しいアイディアによる遊具を開発し

ていた点などである．たとえば，触覚を楽しませるた

めのパラシュートの利用，ハンモックを利用した特殊

なぶらんこ，ドラム管を利用した回転運動器具など，

われわれにもすぐ利用できそうなものが数多くあった．

　センターでの体験

　最も印象深かったのは，滞在期間の最終日に，Dr，

Kelleyが終日われわれにすべての子どもを預けてくれ

たことである．筆者は日本の教師たちが子どもを扱う

場面を見ながら，ある感動を受けた．

　A先生は，6歳の女の子、Rとコンクリートの上に
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